


締役の定める株式取扱規則による。 

 

（基準日） 

第１１条 

２ 前項のほか、株主又は質権者として権利

を行使すべき者を確定するために必要があ

るときは、取締役の決定をもって臨時に基準

日を定めることができる。ただし、この場合

には、その日を２週間前までに公告するもの

とする。 

 

（議決権の代理行使） 

第１４条 株主は、当会社の議決権を有する

他の株主を代理人として、議決権を行使する

ことができる。 

 

（株主総会の決議等の省略） 

第１６条 株主総会の決議の目的たる事項

について、取締役又は株主から提案があった

場合において、当該目的事項につき議決権を

行使することができるすべての株主が、書面

によってその提案に同意したときは、その提

案を可決する旨の株主総会の決議があった

ものとみなす。 

２ 取締役が株主の全員に対して株主総会

に報告すべき事項を通知した場合において、

当該事項を株主総会に報告することを要し

ないことにつき株主の全員が書面又は電磁

的記録により同意の意思表示をしたときは、

当該事項の株主総会への報告があったもの

とみなす。 

 

（議事録） 

第１７条 株主総会における議事の経過の

要領及びその結果並びにその他法令に定め

る事項は、議事録に記載又は記録し、出席し

た取締役がこれに署名若しくは記名押印又

は電子署名をし、10 年間本店に備え置く。 

締役会の定める株式取扱規則による。 

 

 

〈第２項のみ削除〉 

 

 

 

 

 

 

 

（議決権の代理行使） 

第１４条 株主は、当会社の議決権を有する

他の株主 1名を代理人として、議決権を行使

することができる。 

 

 

〈削除〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議事録） 

第１６条 株主総会における議事の経過の

要領及びその結果並びにその他法令に定め

る事項は、議事録に記載又は記録する。 

 

 



 

 

 

 

 

（取締役会の決議等の省略） 

第２６条 取締役が取締役会の決議の目的

である事項について提案した場合において、

当該提案につき取締役（当該事項について議

決に加わることができるものに限る）の全員

が書面または電磁的記録により同意の意思

表示をしたときは、当該提案を可決する旨の

取締役会の決議があったものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

（監査役会規則） 

第４０条 監査役会に関する事項は、法令又

は本定款のほか、監査役会において定める監

査役会規程による。 

 

 

 

 

（期末配当金） 

第４２条 当会社は、株主総会の決議によっ

て、毎年 9月末日の最終の株主名簿に記載又

は記録された株主又は登録質権者に対し、金

銭による剰余金の配当（以下「期末配当」と

いう。）を支払う。 

 

 

 

 

 

 

（現行定款第１８条から第２５条は現行よ

り１条繰り上げとなります。） 

 

 

（取締役会の決議等の省略） 

第２５条 取締役が取締役会の決議の目的

である事項について提案した場合において、

当該提案につき取締役（当該事項について議

決に加わることができるものに限る）の全員

が書面または電磁的記録により同意の意思

表示をしたときは、当該提案を可決する旨の

取締役会の決議があったものとみなす。ただ

し、監査役が当該提案について異議を述べた

ときはこの限りではない。 

 

（現行定款第２７条から第３９条は現行よ

り１条繰り上げとなります。） 

 

（監査役会規則） 

第３９条 監査役会に関する事項は、法令又

は本定款のほか、監査役会において定める監

査役会規則による。 

 

（現行定款第４１条は現行より１条繰り上

げとなります。） 

 

 

〈削除〉 

 

 

 

 

 

 

（現行定款第４３条は現行より２条繰り上

げとなります。） 

 



（中間配当） 

第４４条 当会社は，取締役会の決議によ

り、毎年３月３１日現在の最終の株主名簿に

記載又は記録された株主又は登録株式質権

者に対して中間配当を行うことができる。 

 

 

 

〈新設〉 

 

 

 

 

 

 

（配当の除斥期間） 

第４５条 期末配当金が、支払開始の日から

満 3年を経過しても受領されないときは、当

会社はその支払義務を免れる。 

２ 未払の期末配当金には利息をつけない。 

 

〈削除〉 

 

 

 

 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第４２条 当会社の期末配当の基準日は、毎

年９月末日とする。 

２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年３月

末日とする。 

３ 前２項のほか、基準日を定めて剰余金の

配当をすることができる。 

 

（配当の除斥期間） 

第４３条 配当金が、支払開始の日から満 3

年を経過しても受領されないときは、当会社

はその支払義務を免れる。 

２ 未払の配当金には利息をつけない。 

 

以上 


